
熊本市子ども輝き未来プラン（2020）素案

第1章．策定にあたって
近年、核家族化や地域のつながりの希薄化等により、子どもや子育て家庭を取り巻く環境が変化するとともに子育ての困難さが増大しており、子育てや子どもの成長を社会全体で支えていくことがますます必要と
なっている。本市においては、平成27年3月に熊本市子ども輝き未来プラン（2015）を策定し、待機児童解消のための保育サービスの充実、地域子育て支援拠点事業や病児・病後児保育事業の推進など、
各種の子ども・子育て支援事業に取り組んできたが、更なる取組の推進及び児童虐待や子どもの貧困対策等の喫緊の課題に取り組むもの。

※計画期間 令和２年度（2020年度）～令和６年度（2024年度）

第3章.計画の基本的な考え方

（2）基本目標

本市の未来を創る子どもは、本市の宝であり、希望であり、夢である。
この子どもたちの最善の利益の実現を最優先に、一人ひとりの子どもがかけがえのない個性である存在として認められ、その健やかな成長が家族や地域社会の幸せや活力につながり、本市の輝く未来へとつながる。
このような熊本市の実現のため、社会全体で子どもたちの健やかな成長を支援し、子どもたちの声がひびき、子どもたちが元気にあふれ、子どもたちの笑顔が輝くような 「子どもが輝くまち くまもと」づくりに取り組む。

（1）基本理念

第4章.施策体系

第２章．子どもを取り巻く環境の変化

（1）子ども・子育て支援に係る成果指標（第７次総合計画）
①子どもが健やかに成長していると感じる市民の割合（とても感じる・やや感じる H27 55.7% → H30 60.3% ＋4.6ポイント）
②子どもの権利が守られていると感じる市民の割合（とても感じ る・やや感じる H27 43.9% → H30 53.1% ＋9.2ポイント）
③地域の子育て支援活動に参加した市民の割合（参加したことがある H27 18.1% → H30 12.3% －5.8ポイント）
④子育てが楽しいと感じる市民の割合（とても感じる・やや感じる H27 84.6% → H30 89.0% ＋4.4ポイント）

（2）喫緊の課題への対応
①児童虐待の防止等、子どもたちが安心し、健やかに育まれていくことが必要
②子どもたちに学習支援等を行い、貧困の連鎖を断ち切ることが必要
③幼児教育・保育の無償化及び女性就業率の向上に伴い、保育ニーズの高まりや児童育成クラブの利用者の増加が想定されることから、保育士の人材確保や児童育成クラブの狭隘な施設の改善が必要

重点取組①
児童虐待防止のための「児童家庭支援センター」の設置や
里親養育支援の推進

Ⅰ すべての子どもの健やかな成長を支える支援（子どもへの支援） Ⅱ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり（子育て家庭への支援） Ⅲ 子育てしやすい地域社会の構築（地域社会の構築）

・児童虐待やいじめ、貧困問題等に対応するため、「子どもの権利擁護と援助を必要とする子どもへの支援」に取り組む。
・在住外国人の増加が見込まれることから、「外国人等の子どもへの支援及び配慮」に取り組む。
・引き続き、「保留児童を含めた実質的な待機児童の解消」に取り組む。
・子育ての負担が大きい多子世帯への負担軽減に取り組む。
・子育て家庭が安心して住み替え等ができるように、「子育てを支援する住まいづくり」に取り組む。

基本目標Ⅰ すべての子どもの健やかな成長を支える支援 基本目標Ⅱ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり 基本目標Ⅲ 子育てしやすい地域社会の構築

基本方針 施策

1　妊娠・出産などに関する母子保健対策の適切な実施

2　適切な医療体制の充実

1　保育サービス及び幼児教育の充実

2　放課後児童対策の充実

1　妊娠・子育てにおける経済的な負担軽減

2　ひとり親家庭に対する自立支援の促進

3　子育てを支援する住まいづくり

1　妊娠・出産・子育てしやすい環境づくり

2　子育てサービスの充実

3　経済的な支援の充実

基本方針 施策

1　仕事と子育ての両立支援

2　女性の職業生活における活躍の推進

1　地域のおける子育て支援サービスの充実

2　地域団体との連携強化

1　子どもの安全対策

2　子どもの視点での活動の場づくり

1　ワーク・ライフ・バランスの推進

2　地域全体で子どもを育む環境づくり

3　安全・安心の環境づくり

重点取組②
保留児童を含めた実質的な待機児童の解消に向けた
保育人材の確保等

重点取組③
多子世帯に対する子育て支援サービスへの
助成の拡充

基本方針 施策

1　主体的に考え行動する力を育む学校教育等の推進

2　子どもに関する相談・支援体制の充実

3　有害環境対策の推進

1　子どもの健康づくりの推進

2　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の推進

3　子ども・青少年の健全育成

1　子どもの権利の啓発及び児童虐待防止

2　子どもの貧困対策の推進

3　外国人等の子どもへの支援及び配慮

3　子どもの権利擁護と援助を必要とする

　　子どもへの支援

1　社会を生き抜く力を育む教育環境の

　　整備や相談体制の充実

2　子どもの心身の健やかな成長を育む支援


